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[bookmark: _Hlk105580703][bookmark: OLE_LINK3]１　委託業務の基本的な考え方
市民課窓口業務の一部を民間事業者に委託することは、民間の柔軟性を備えた運用　体制及び民間のノウハウを活かした作業品質を確保し、効率的・効果的な運営を実現することを目的に実施する。窓口業務を円滑に実施し、市民サービスの質の向上を図るために本業務の基本的な考え方として、単なる人材の供給ではなく業務の専門性に対応でき、かつ品質や納期を設定した成果保証を求めるためにも市と受託者は以下の３点の考え方を共有しておくものとする
(１) 業務の専門的知識の保持
市民課窓口における業務は、証明発行を例としても単なる取次業務ではなく、請求１件毎に請求権、申請理由、必要とする疎明資料の把握、その他特有の多岐に渡って存在するルールに則っての事務処理が要求されること。
また、戸籍届書の受付は、国民の親族的身分関係を登録し、公証する戸籍簿への登録業務となる。システム入力に際しては、単なる機械的な入力作業ではなく、戸籍事務に関する専門的知識が必要となること。
(２) 組織的な業務管理体制の構築
業務知識についても１人の経験者がいればそれで業務を完結できるような性質ではないため、業務について、運用方法並びに人材の教育、及び育成についての業務管理が必要となること。
(３) 個人情報保護への特段の配慮
窓口業務の委託内容は、個人情報保護が強く求められる情報処理業務であると指摘されており、特段の個人情報保護への取り組みが求められること。またマイナンバー制度に係る特定個人情報の取扱いについても特段の配慮が求められること。
２　法令の遵守
施設の管理運営業務を行うにあたって、次の関係法令等を遵守するものとする。
(１) 地方自治法（昭和22年法律第67号）
(２) 労働基準法（昭和22年法律第49号）
(３) 戸籍法（昭和22年法律第224号）
(４) 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）
(５) 旅券法 (昭和26年法律第267号)
(６) 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（平成25年法律第27号）
(７) その他の関係法令
[bookmark: OLE_LINK4]３　業務委託概要
業務委託の概要については以下のとおりとする。
(１) 委託事業
大東市市民課窓口等業務委託
(２) 委託期間
令和８年10月１日から令和11年９月30日まで
なお、契約締結日の翌日から令和８年９月30日までは準備期間とし、受託者は自己の責任と負担において、本業務に係る引継ぎ、試行、業務従事者の確保及び研修等を行うものとする。
(３) 業務実施場所
大東市谷川一丁目１番１号　大東市市民生活部市民課（待合ロビー等を含む。）
(４) 業務実施日 
本業務を実施する日は、アからウまでに該当する日を除く日とする。
ア．日曜日及び土曜日
イ．国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日
ただし、市長が祝日と定めた日を開庁と定めた場合は、開庁日とする。
ウ．12月29日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。)
(５) 業務実施時間 
本業務を実施する時間は、開庁時間（午前９時から午後５時30分）の前後15分を事前準備及び窓口終了後の作業時間として午前８時45分から午後５時45分とする。なお、昼休みの時間帯についても窓口業務は実施する。
(６) 委託料
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]市は、受託者に対して会計年度（４月１日から翌年３月31日まで）ごとに委託料を支払う。委託料の支払いは毎月払いとし、市による当該月の業務完了報告書の決裁後、受託者の請求に基づき支払う。
なお、指定期間中に消費税率の変更等があった場合を除き、運営によって過不足が生じた場合でも、原則として委託料の変更は行わない。また、委託料の請求にあたっては「５－（６）マイナンバーカード（個人番号カード）関連処理業務」にかかる分を請求書の内訳に記載すること。
(７) 委託業務の監督
委託業務の現場責任者等及び作業従事者の監督は受託者が行い、その他必要に応じて受託者は市と協議すること。
(８) 緊急事態の対応
業務の履行に際し、システム障害等の緊急事態が起こった際は、市と協議のうえ解決すること。
(９) 不要品の排出
受託者が業務遂行上で発生させた不要品（紙や段ボール箱等）は、市が指定する場所へ、整理整頓のうえ一時保管し、市が指定する古紙回収の日時及び場所に、不要品を梱包し排出すること。
(10) 職場環境の構築
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]ア．５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、躾）を基本として、安全かつ衛生的な職場環境の構築に努めること。
イ．消耗品（紙、文具等）の保管場所の状況を把握し、整理整頓に努めること。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]４　委託業務内容
受託者は以下に掲げる業務を実施する。その他、この仕様書に記載のない事項及び業務の内容・処理について疑義が生じたときは、市と協議を行うものとする。
(１) 戸籍届書受付・入力業務
ア．戸籍届書の受付
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]① 届出窓口及びオンラインでの戸籍届書の受付を行うものとする。受付に際しては、本人確認及び当該届出に対して戸籍法令の定めに従って必要な要件及び添付書類が添付されているか、また、記載漏れの有無等の確認を行い、不備の場合は届出人に補正を求め、判断が困難である場合は、職員に相談すること。
②「戸籍事務専用帳票」、「住民票審査票」と「届書」（オンラインの場合）を印刷し、届書にタイムスタンプを打刻し、届書と添付書類をセットにして担当職員に引き継ぐこと。
③ 本市導入の『戸籍総合システム（REPROS-X）』（日本電気株式会社製、以下「戸籍システム」という。）にて異動予約処理を行うこと。
イ．戸籍届書審査後の説明
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]① 担当職員による戸籍届書の受理決定後、届出人又は使者に対して審査結果を説明すること。
② 届書の種類に応じて必要な関連手続き（国民健康保険、児童手当、子ども医療費助成等）を案内すること。
ウ．審査後処理
① 補助簿及び件数表に記入すること。
② 事件本人の住民登録が本市にある場合、アコーダー（住民異動届）を記入し、当該届書の複写と共に住基担当者へ引き継ぐこと。また、受領番号を確保のうえ、届書に受領番号を押印すること。
エ．戸籍システムの入力
① 戸籍システム仕様に基づき、戸籍情報を入力するものとする。入力時において、届書中の不備がないか確認し、不備があれば担当職員に差し戻すこと。
② 入力作業中に項目エラーや論理エラーが発生した場合、エラー原因を特定し、修正を行うこと。
③ 既存データと書類等に論理的な矛盾が発生した場合、担当職員に差し戻すこと。
オ．入力内容の照合
① 本市戸籍システムの入力確認画面又は入力確認帳票により、入力内容の照合するものとし、入力内容の誤りを発見した場合は速やかに修正すること。
② 入力内容の照合後、担当職員に引き継ぎ、決裁処理を依頼すること。　
カ．決裁後処理
① 担当職員による決裁後、後述する附票入力及び人口動態調査関連処理を行うこと。
② 受理分の届書の画像をスキャンで戸籍システムに取り込む。その後、受附帳画面にて、送信先の確認を行い、届書、補正用紙及び添付書類の画像をスキャンする。市職員による確認及びデータの送信後、市職員が委託業者に届書、補正用紙及び添付書類の画像を返戻し、データ送信状況の確認を行うこと。
③ データ送信不良時及び他市区町村の戸籍に記載が必要な申出（父母欄の記述等）がある時、他市区町村の戸籍に記載が必要な届書は届書、補正用紙及び添付書類を複写し、謄本を作成のうえ、原本もしくは謄本及び送達確認ハガキを他市区町村に送付すること。
[bookmark: _Hlk123648378]④ 届書、補正用紙及び添付書類を届書毎にまとめ、補助簿及び件数表と照合したうえで、届出日毎に所定の場所に保管すること。
キ．他市区町村から送付された届書の処理
Ⅰ．データで通知された届書について
前述４(１)ア～カに準じた作業を行うとともに、次の作業を行うこと。なお、
通知されたデータに不備があれば、市職員に引き継ぐ。
1  戸籍システムにより通知されたデータ（届書、補正用紙及び添付書類）を印刷すること。
2  届書に受領印・日付印を押印し、受領番号を確保すること。
Ⅱ．郵送で送付された届書について
1  送付された届書から戸籍届書送達確認書を取り外し、受付印を押印し返送すること。
2 届書に送付を受けた日付を記載し、受領番号を確保すること。
ク．宿直受付分、郵送による届の処理
前述４（１）ア～カに準じた作業を行うこと。
（２）戸籍届書関連業務
ア．附票入力
戸籍届書、住民基本台帳関係通知等に基づき附票データを作成し、付随する　　処理を行う。
1  戸籍届書に基づく附票データの作成
戸籍届書の受理審査時に確認された情報に基づき、入力項目を特定したうえで　本市戸籍システムに入力するものとする。なお、既存の附票データと届書情報に論理的な矛盾が生じた場合は担当職員へ引き継ぐこと。
2  住民基本台帳法関係通知に基づく附票データの作成
[bookmark: _GoBack]他市区町村から送付された住民基本台帳法関連通知（住民基本台帳法第１９条　　１項（第４項）通知「戸籍の附票記載事項通知」、第１９条第２項通知「戸籍照会通知」）及び第１９条第３項通知「本籍転属通知」）から入力項目を特定したうえで、本市戸籍システムに入力し、附票データを作成するものとする。なお、既存の附票データと通知情報で旧住所等の矛盾が生じた場合は担当職員に引き継ぐこと。
3  住基連携データに基づく附票データの作成
本市戸籍システムの住基連携機能を用いて附票データを取り込み、更新する    ものとする。 なお、エラーデータが発生した場合はエラー原因を特定し修正を行い、既存の附票データと連携用データに論理的な矛盾が生じた場合は、担当職員に引き継ぐこと。
4  住民基本台帳法関連通知の作成
他市区町村からの住民基本台帳法関連通知につき、必要に応じて戸籍システム  から住民基本台帳法第１９条第２項に基づく通知（戸籍照会通知）を作成し、送付するものとする。
イ．人口動態調査関連
人口動態調査に係る情報の入出力を行うものとする。
1  人口動態調査データの入力
人口動態調査に係る戸籍届出につき、戸籍システムに必要情報を入力すること。
2  人口動態調査データの出力
人口動態データを戸籍システムから媒体に出力し、保健所へ提出する書類を作成すること。なお、納品期限及び納品方法は、別途委託者と受託者の協議のうえ決定するものとする。
ウ．戸籍関連各種帳票の出力
戸籍届書入力処理に係る各種帳票を作成し、送付するものとする。納品期限及び　納品方法は、市と受託者の協議のうえ決定するものとする。
1  住民基本台帳法第９条第２項通知（住民票記載事項通知） 
2  住民基本台帳法第１９条第３項通知（本籍転属通知）
3  本人確認通知
④ 失期通知
エ．その他関連業務
　戸籍入力処理等に係る関連業務を行うものとする。
1  不受理申出処理
2  届書編綴処理
③  記載不要届書登録
オ．決裁後戸籍証明の郵送処理手続き案内
カ．データ送信処理
キ．母子健康手帳内の出生届出済証明の作成、引渡し及び関連手続きの案内
ク．埋葬・火葬許可証の作成、引渡し及び関連手続の案内
ケ．出産育児一時金証明の作成及び引渡し
コ．法務局への届書等送付物準備の一部業務
（３）住居表示関連業務
新築届、住居表示実施証明交付申請等住居表示に関連する処理を行うものとする。
ア．住居表示番号付番（新築届・改築届）・変更・廃止申請受付
イ．住居表示番号付番・変更・廃止通知書及び住居表示プレートの引渡し
ウ．住居表示実施証明交付申請受付、証明書作成及び引渡し
エ．住居表示プレート再交付申請受付及び引渡し
（４）住民異動届等の受付・入力、及び関連業務
住所変更、世帯変更等に伴う住民異動処理を行うものとする。届出の種類により　　詳細な手続きに差異はあるが、主な業務の流れは以下のとおりとする。
ア．届書の受付
届出窓口で住民異動届の受付を行うものとする。受付では本人確認、及び当該届
出に対して住民基本台帳法令うえ必要な添付書類が要件を満たしているか、届書
に記載漏れはないか等の確認をすること。
イ．システムへの入力
① 本市が導入した『住民基本台帳システム（ＡＤＷＯＲＬＤ）』（株式会社日立システムズ製、以下「住基システム」という。）に対し、住基システムの仕様に基づき、住民異動情報を入力するものとする。 ただし、住民基本台帳ネットワークシステム統合端末の作業を除く。
② 住民異動情報の入力に伴い、以下の業務を処理することとする。（転入通知、戸籍附票バッチ処理、新規外字登録、本人通知等関連通知文書）なお、入力作業中に項目エラーや論理エラーが発生した場合は、エラー原因を特定し修正等を行い、既存データと書類等に論理的な矛盾が発生した場合は、担当職員に引き継ぐこと。
ウ．入力内容の照合
住基システムの入力確認画面又は入力確認帳票により、入力内容の照合をするも　のとする。なお、入力内容の誤りを発見した場合は速やかに修正すること。
また、照合完了次第、担当職員へ検認処理を依頼すること。
エ．届出人への説明
届出人へ住民異動の完了報告を行うものとする。事後手続き案内、申請書類の引渡しを適宜行うこと。
オ．住民基本台帳法関係通知発送の一部業務処理
他市区町村へ送付する住民基本台帳法通知（住民基本台帳法第１９条１項（第４項）通知「戸籍の附票記載事項通知」等）の仕分け、封入を行うものとする。
カ．外国人住民業務
外国人住民業務に関する法務省通知の取り込み作業・法務省通知の住民票変更作業、外国人住民異動の法務省報告作業・在留カード裏面への新住所記載をすること。ただし、委託不可の業務を除く。
キ．特別永住者業務
特別永住者に係る業務全般及び各種届出に関する出入国在留管理庁との取次業務をすること。
ク．人口統計業務
人口統計に関する毎月の人口報告書の作成及び報告をすること。
ケ．統計に関する問い合わせ
統計に関する庁内外からの照会及び問い合わせの回答をおこなうこと。
（システムバッチ集計含む）
コ．転入者へのガイドブック等の封入と在庫管理
転入者に配布するガイドブック等一式を封入すること。また、在庫管理を行い、適宜、当課に連絡し、補充すること。
サ．住所表記の大量変更時の処理
住居表示の実施又は変更、大規模公営住宅等の名称変更に伴う住所の修正をすること。
（５）印鑑登録処理業務
印鑑登録申請の受付、及び登録・廃止等の処理を行うものとする。
ア．印鑑登録申請の受付
受付に際しては、本市の条例及び規則に基づく本人確認、及び申請書の記載内容、印影の確認等を行うこと。記載内容が不十分なとき等は、適宜加筆・修正等を求めること。また、登録申請者に対して、必要に応じ照会書を作成し、発送すること。
イ．登録処理
申請書受理後、市指定の処理を行うこと。なお、亡失、職権修正、廃止、抹消等の処理についても同様とする。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]（６）マイナンバーカード（個人番号カード）関連処理業務
マイナンバーカードの券面に変更が生じた際の手続き、処理、及び関連する案内や通知の発送を行うものとする。
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]ア．住民票の異動に伴う券面更新又は継続利用及び券面記載事項の変更
イ．アに伴う署名用電子証明書の発行
ウ．ア及びイにおける暗証番号再設定及びロック解除（代理人によるものを除く）
エ．イの際に電子証明書の更新が可能な者の更新（代理人によるものを除く）
オ．ア～ウの手続きが必要な者についての説明及び必要書類の発送
（７）証明書交付業務
市民課の証明書交付請求受付及び交付窓口での事務処理を行うものとする。
申請者の求める手続きにより詳細な手順に差異はあるが、主な業務は以下のとおりとする。
ア．証明窓口の受付
証明窓口にて請求者又は申出者及び申請者（以下、「申請者等」という。）を呼出し、申請書類を確認のうえで法令に基づいた請求権限の確認及び本人確認を行うものとする。申請書類の記載事項に不備がある際は適宜加筆、修正等を求めること。
また、申請に際して必要な書類が不足又は不適当な時は、適宜追完、差替え等を求めること。
イ．証明書の作成
申請内容及び事由に基づき、各種証明書（別表１）を過不足なく作成すること。
申請内容及び申請事由と証明書記載の情報に矛盾が生じた場合は説明のうえで適宜処理すること。
ウ．証明書交付前の検認
証明書作成後、申請者等へ引き渡す前に担当職員に引き継いで検認を受けることエ．交付窓口での引渡し
交付窓口にて申請者等を呼出し、申請者等本人であることを確認すること。申請者等への交付書類の説明を適宜行い、必要な場合は交付手数料を徴収したうえで書類を引き渡すこと。また、交付済申請書類の管理及び集計作業をおこなうこと。
オ．電話照会
請求権限等について照会が必要な場合は、電話照会を行う。ただし、他市区町村に電話照会する必要がある場合は担当職員に引き継ぐこと。
カ．本人通知制度に基づく通知
本人通知制度利用者の受付及び画面入力と申請書の管理をおこなうこと。また、通知文書の出力及び該当の請求書の写しを担当職員に引き継ぐこと。
（８）証明書郵送交付請求処理業務
郵送による戸籍関係証明書及び住民票関係証明書交付請求の受付及び証明書等の発送を行うものとする。
ア．郵便物仕分け業務
市民課宛ての郵便物を担当ごとに仕分け、引き渡すこと。
イ．受付処理
申請書より受付簿データを作成すること。受付にあたっては申請書及び疎明資料確認のうえで、請求権限の確認及び本人確認を行うものとする。確認に際しては関係法令及びあらかじめ本市と協議した処理判断基準等に基づき処理すること。また証明書交付手数料分の定額小為替が揃っていることを確認すること。
ウ．証明書作成（別表２）
申請内容及び申請事由に基づき、各種証明書を過不足なく作成すること。
エ．電話照会
申請に必要な書類の不足、不備等、照会を要する案件については申請者へ電話照会及び説明のうえ適宜処理すること。照会にかかる役割分担及び照会基準についてはあらかじめ協議を行うこと。
オ．発送処理
　証明書類、回答書類を封入し、申請者へ発送すること。
カ．申請書類の編綴
受付番号順に申請書類を仕分けし、編綴を行うこと。
キ．証明書郵送交付請求に係る電話対応
申請者からの進捗状況確認及び、発行後の証明書の内容等の問い合わせについて適宜説明を行うこと。
 (９)レジスターに関する業務
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]証明書発行手数料等の収受におけるレジスターについて以下の処理を行うこととする。
ア．レジスターにおける決済業務（キャッシュレス決済を含む）
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]イ．レジスターの集計及び収納に係る業務
ウ．レジスターの消耗品の管理・補充業務
エ．レジスターの障害発生時の初期対応
（10）手数料日計業務
証明書等の手数料の日計表と納付用紙を作成し、銀行に手数料を納付すること。
なお、集計業務は月、年単位に及ぶこととし、手数料はレジスター分、定額小為替分、キャッシュレス決済分を対象とする。
（11）パスポート（旅券）発給事務に係る業務
パスポートの発給に係る取り次ぎ業務を行うものとする。
ア．受付（窓口及び電子申請）
パスポートの発給に係る旅券申請書の受理及び要件審査、引替書の発行等を行うこと。
イ．申請書の整理等
　当日の申請書を整理し、適切に管理すること。
ウ．旅券の受領、及び交付
　市から受け取った旅券を確認し、本人確認を行ったうえ旅券を交付すること。
（12）窓口案内業務
窓口業務の円滑な運営に向け、各種申請書等の記載支援や受付窓口の案内等を行う。
ア．来庁者に対し、届書や請求書、申請書等の記載に係る支援を行うこと。
イ．来庁者に対し、受付番号発券機及びキオスク端末（今後導入を検討している）
　使用に係る支援を行うこと。
また、受付番号発券機及びキオスク端末の消耗品等の管理を行うこと。
ウ．市民課以外の件で来庁した市民に対し、担当課へ速やかに案内すること。
エ．窓口案内係の業務を超える場合には、円滑に担当職員に引き継ぐこと。
（13）庶務関連業務
「（８）の証明書郵送交付請求処理業務」以外の市民課に関する郵便物の受取、仕分け及び発送全般をおこなうこと。
（14） その他の業務
ア．自動車臨時運行の許可に関する申請受付、許可証等の引渡し及び返却の受付、管理等の業務を行うこと。また、未返却者への督促（電話・文書）を行うこと。
イ．情報開示（公開）請求申請書確認業務
ウ．業務開始前後に窓口、及び執務室内の整理整頓、清掃を行うとともに、各種サインの確認や掲示物等の整理を行うこと。
エ．各請求書、届出書等の消耗品在庫数を把握し、適宜、市に報告すること。
オ．各証明書について、誤印刷や印字不鮮明等の理由で未交付としたもの、又は市民より内容において追加または削除の理由で未交付とした証明書は、証明発行履歴から削除すること。未交付の証明書は市の合意のもと廃棄処分とすること。
カ．業務の完了した届出書、請求書について、その文書の管理をおこなうこと。
キ．業務遂行の具体的な作業内容はもとより、業務上使用する帳票の確認や市との　役割分担など業務内容をより明確にするため、本仕様書、及び市が提供する業務関連資料等に基づき、本業務の詳細な内容を把握し、その業務に必要な業務設計を適切に行うとともに、業務に必要な委託業務マニュアル等を準備すること。
ク．電話応対（市民課業務に関する問い合わせ対応）をおこなうこと。
ただし、戸籍、住民基本台帳等の個人情報に関する照会、回答を除く。
[bookmark: OLE_LINK7]５　業務体制について
円滑な業務の遂行のため、受託者は業務体制の充実に努めなければならない。
(１) 労働条件の確保
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]受託者は、業務の公共性及び重要性に鑑み、従事者に対して法律（労働基準法及び　　労働安全衛生法、最低賃金法等）で定められた一切の雇用者としての義務を履行し、　　適正かつ良好な労働条件の確保に努めること。
(２) 労働時間、休暇等
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]従事者の労働時間、休暇、その他服務に関する管理は受託者が行い従事者は業務中、市から直接指示は受けないものとする。
(３) 雇用
従事者は直接雇用とすること。
(４) 指揮監督
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]受託者は、従事者の指揮監督を行うと共に、円滑に業務を遂行するため、現場を　　　統括する現場責任者及び現場責任者を代理する現場副責任者（以下「現場責任者等」という。）各１名以上を選任し、市に届け出なければならない。現場責任者等を変更する場合も同様とする。また、業務従事場所には現場責任者等を常駐させ、業務に必要な作業従事者は受託者の責任において配置することとする。
(５) 現場責任者等
ア．現場責任者等には、住民基本台帳及び戸籍業務、附票業務等業務に精通している者、本市戸籍システム及び住基システムの仕様及び操作に精通し作業従事者に対して適正な処理を指導できる者を充てること。
イ．現場責任者等は、市の監督員との窓口となり、委託業務全体のマネージメント、事業計画の進捗状況、実勢管理・分析、業務改善進捗に関する業務、業務の質、制度の維持・向上、各種調整業務、連絡事項の周知徹底、作業従事者の育成・研修計画・リスク管理について、「業務、研修、リスク管理等実施結果報告書」を作成し、市に提出すること。
ウ．現場責任者等の常駐
責任の所在が明確になるよう業務従事時間内は、現場責任者等が常駐すること。
　また、業務を支障なく作業従事できる人員と体制を整えること。
なお、繁忙期及び疫病等の集団感染時の人員配置についても同様とする。
(６) 納期
各業務について、（別表３）の納期管理が可能な体制とすること。
(７) 教育・研修等
現場責任者等をはじめ、すべての作業従事者に業務を遂行するうえでの接遇及び必要な知識を習得するための教育・研修等については、費用も含め全て受託者の責任により行い、システムの改修に伴うベンダーによる説明会に担当者は参加すること。
(８) 風紀・業務規律
受託者は、業務を迅速かつ的確に履行するのみならず、風紀・業務規律を乱さず、業務に適した服装に努め、統一された名札を着用するなど、市職員との区分を明確なものとする。なお、前述の服装、名札等は市の承認を得ることとし、費用は受託者の負担とする。
６　業務履行における留意事項
業務の履行にあたり、受託者は以下の点に留意し業務を履行することとする。
(１) 最終確認
証明書等の交付決定及び戸籍届出の受理決定並びに入力内容等の最終確認は委託者が行うものとする。受託者は、証明書等の作成及び入力等の処理を行った場合、速やかに関係書類を添えて市に引き渡し、市はこれを確認するものとする。
(２) 仕様の変更
制度改正や組織変更等により、仕様の変更が生じた場合には、市と受託者が協議のうえ、仕様及び契約内容の変更を行う場合があることとする。また、本業務において使用するシステムの変更があった場合、受託者は市と協議のうえ、研修の実施等、作業従事者が操作の習熟に必要な措置を講じることとする。
(３) トラブル・苦情への対応
本業務を遂行するにあたり、トラブル及び困難な事例が発生したときは、受託者が責任を持って対処するとともに遅滞なく市へ報告すること。また、内容に応じ対応を適宜、市へ引き継ぐこと。また、苦情等については、現状分析と解決策を講じ市へ報告すること。
(４) 再委託の禁止
受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は、請け負わせてはならない。ただし業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は、請け負わせることについて、合理的かつやむを得ない事情があり、あらかじめ書面にて市から承認を受けた場合はこの限りではない。
(５) 損害の賠償
受託者が業務を行うにあたり、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害　賠償を行わなければならないときは、受託者がその損害額を負担すること。
(６) 保険への加入
個人情報漏洩などがあった場合等の損害賠償に対応できる保険に加入すること。
(７) 成果物の帰属
ア．業務の実施により作成された成果物（出力された帳票、受託者及び従事者が履行期間内に作成又は取得した作業の手順、作業方法等に関する資料等を含む。）は、全て市に帰属する。
イ．業務の実施により取得された技能や技術（作業の手順、作業方法等に関する資料等を含む。）は、全て市に帰属する。
 (８) 窓口アンケートの実施
受託者は、窓口サービスに対する市民の意見を業務に反映させるため、年１回、窓口アンケートを実施すること。実施時期、内容等については、市と受託者の協議により決定する。また、実施結果を分析し、「窓口アンケート実施報告書」として取りまとめ、市に提出すること。
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK31]７　事業計画書及び事業報告書の提出
受託者は、以下の点について提出等をしなければならない。
(１) 実施計画書の提出
業務の実施計画については、事前に市と協議のうえ作成する。
また、計画書については、国際標準化機構が策定する製品・サービス品質の国際規格であるＩＳＯ９００１の要求事項に準じた内容を盛り込み、適宜実施状況を含めた監査を行い市へ報告を行うこと。
(２) 事業報告書の提出
受託者は、下記の定期報告を行い、市による業務履行確認を受けることとする。
なお、詳細な内容及び報告期限等は、市と受託者が協議のうえ決定するものとする。また、詳細な処理判断基準等については、市と受託者の協議により決定する。
ア．日次報告
現金出納簿等の報告
イ．月次報告
月次業務実績、委託業務履行上の課題及び改善案等の報告
ウ．年次報告
 　年次業務実績、履行状況及び業務達成率等の報告
エ．随時報告
① トラブル等発生時の内容及び対応結果報告、
② その他緊急課題等の報告
８　物品等
市は、受託者に業務に必要となる以下の物品等（備品、附属設備等）について貸与し、受託者の責任により本設備、機器・機材等を滅失又は毀損した場合、受託者は損害を市に賠償しなければならない。また、その他業務に必要な物品等は原則として受託者が用意する。
(１) 市において貸与する機器、備品等
ア．事務用パソコン
イ．プリンター、コピー機、ＦＡＸ機
ウ．事務用品（机、イス、ロッカー、電話機等）
エ．レジスター
オ．パスポート関係機器（パスポートＩＣ読み取り機、パソコン）
カ．受付番号発券機及び呼出機器（パソコン、モニター、バーコード読み取り機）
(２) 市所有の資料・情報等
本業務に必要となる市所有の資料・情報等は必要に応じて受託者に貸与する。
なお、資料・情報等は、市の承認を受けずに業務拠点外に持ち出してはならない。
(３) 市の負担
　　　以下については、市負担とする。
ア．施設内資材（トイレットペーパー、蛍光灯、手洗い用洗剤等）
イ．光熱水費
ウ．通信費
エ．廃棄物処理
(４) その他
その他の業務に必要な物品等については、協議のうえ決定する。
(５) 受託者の持ち込み物品 
委託者に持ち込み物品がある場合、市に事前に申し出て承認を得ること。
なお、パスポート（旅券）業務のＶＯＩＤ機は委託業者が用意すること。
９　委託期間の前に行う業務
受託業務を市からスムーズかつ安定的に移行するため、業務委託開始に必要な準備を令和８年９月30日までに完了すること。また、プロポーザル参加申請時に提出された「業務提案書」の内容を市と協議し、必要に応じて変更を行ったうえで最終的に実施を決定するものとする。
(１) 協定項目についての市との協議
受託者は、委託業務の実施に先立ち、本市と十分な協議を行うものとし、次の書類　　を速やかに市に提出し、その承認を受けたうえで円滑に業務を行うこととする。
ア．業務マニュアル
イ．業務着手届
ウ．現場責任者、現場副責任者及び作業従事者名簿
エ．個人情報保護に関する誓約書
オ．その他、市が指示する書類
「ア．業務マニュアル」については２部作成し、各１部を各々保管することとし　　 委託開始後も必要に応じて協議し変更ができることとする。
(２) 配置する職員等の確保、職員研修
受託者は、委託業務の実施に先立ち、業務体制の構築、従事者の手配及び研修を　　行うこととする。
(３) 現行の受託者からの業務引継ぎ
受託業務を市からスムーズかつ安定的に移行するため、現行の受託者から業務の　　引継ぎ及び試行運用を行うこととする。
10　次期契約者に対する引き継ぎ
　　 現行の受託者は、次期契約者に対し、引継ぎをしなければならない。
(１) 業務の引き継ぎ
受託者は、次期受託者が他の業者に変更される場合、業務が円滑に執行されるまで　　　次期受託者に対して業務の引き継ぎを行うとともに必要な教育を行うこととする。その際、市からの資料等の請求は、受託者の不利益になると市が認めた場合を除き全て応じるものとする。
(２) 損害
ア．次期受託者の責による場合を除き、市が引き継ぎ未完了と認めた場合は、委託期間終了後であっても無償で引き継ぎを行うこととし、受託者が上記の規定に違反し、損害が生じた場合には、受託者に対してその損害額の賠償を求めることができる。
イ．市は、受託者が本業務の継続的な遂行が困難となったことを理由に契約を解除した場合で、当該解除の時点において成果品等が本市に業務引き継ぎができる状態に至っていないときは、受託者に対して、当該成果品等の引渡しに代えて、当該契約の解除により本市に生じた損害の賠償を求めることができる。
11　留意事項
　　 受託者は、前述した項目に加え、以下の点に留意して業務に努めなければならない。
(１) 各種規定の作成
受託者が受託業務の運営を行う上で、利用者に影響する各種規定、マニュアル等を作成する場合は、内容について市と協議を行うこと。
(２) 情報セキュリティ
ア．受託者は本業務の実施にあたり、本市の定める「大東市個人情報保護条例」、　　　　　　　　「大東市個人情報保護条例施行規則」、「大東市情報セキュリティ基準に関する規程」、「個人情報取扱特記事項」、その他情報の保護に関連する各種業務規程等を罰則規定も含め十分に理解したうえで、市職員と同様に遵守するとともに、個人情報の保護や業務上の機密の保持に留意すること。
イ．作業従事者に対しては、セキュリティ研修を実施し、「実施結果報告書」を市に提出すること。個人情報保護の方策については、事前に市に説明を行うこと。
また、財団法人日本情報処理開発協会が管理するプライバシーマーク付与認定を受けていること。
ウ．守秘義務及び資料等の複製の禁止
本業務に携わった者は、個人情報はもちろんのこと、業務の遂行を通じて知り　　得た情報を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。また、本市が提供する一切のデータ、資料等については、適切かつ厳格に管理することとし、この業務以外の目的で利用・複写及び複製をしてはならない。
(３) 人権啓発の推進
受託者は業務に従事する者に対し、基本的人権について正しい認識を持って当該　　業務を遂行できるよう、本市が実施する啓発行事への参加促進や、受託者において人権研修を実施し、「実施結果報告書」を市へ提出すること。
(４) 障害者差別解消法の遵守
受託者は本契約の履行に当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）及び関係府省庁所管事務分野における障害を理由とする差　別の解消の推進に関する対応指針を遵守すること。
（５）感染症対策
季節性インフルエンザや新型コロナウイルスをはじめとした感染症対策として、必要に応じて、マスクの着用、こまめな手指消毒、体調管理等を徹底するよう、受託者において業務従事者に指導すること。また、感染症に係る対処方針などが国、大阪府、大東市から示された場合、市と協議のうえ、必要な対策等を講じること。
（６）信用失墜行為の禁止
本業務を遂行するにあたり、市民からの信頼を損なわないよう常に適切かつ丁寧に対応し、市民の満足度の向上に努め、本市の信用を失墜する行為を行ってはならない。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]12　その他
その他、この仕様書に定めのない事項及び業務の内容・処理について疑義が生じたときは、市と受託者が協議の上これを定めるものとする。


（別表１）窓口受付・交付書類
	区　　分
	受付・交付書類

	


戸籍関係証明書
	全部・個人事項証明書、一部事項証明書、事故簿戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、事故簿戸籍記載事項証明書、除籍記載事項証明書、改製原戸籍記載事項証明書、戸籍届書記載事項証明書、戸籍届出の受理（不受理）証明書、戸籍届出の特別受理証明書、戸籍の廃棄証明書、身分証明書、不在籍証明書、婚姻要件具備証明書、独身証明書、年齢証明書、地番変更証明書、戸籍受付帳記載事項証明書、戸籍受付帳に記載のないことの証明書、情報提供用識別符号

	附　　　票
	戸籍の附票の写し、除附票の写し、附票の廃棄証明書

	
住民票関係証明書
	住民票の写し、除票の写し、改製原住民票の写し、住民票記載事項証明書、転出証明書、転出証明書に準ずる証明書、印鑑登録証明書、住居表示実施証明書、不在住証明書

	税証明書
	課税・非課税証明書

	その他
	年金現況届証明、身上調査照会（回答書）、就学通知、印鑑登録証、臨時運行許可証、 埋火葬許可証の写し、




（別表２）証明書郵送交付請求取扱書類
	区　　分
	受付・交付書類

	


戸籍関係証明書
	全部・個人事項証明書、一部事項証明書、事故簿戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、事故簿戸籍記載事項証明書、除籍記載事項証明書、改製原戸籍記載事項証明書、戸籍届書記載事項証明書、戸籍届出の受理（不受理）証明書、戸籍届出の特別受理証明書、戸籍の廃棄証明書、身分証明書、不在籍証明書、婚姻要件具備証明書、独身証明書、年齢証明書、地番変更証明書、戸籍受付帳記載事項証明書、戸籍受付帳に記載のないことの証明書、情報提供用識別符号

	附　票
	戸籍の附票の写し、除附票の写し、附票の廃棄証明書

	
住民票関係証明書
	住民票の写し、除票の写し、改製原住民票の写し、住民票記載事項証明書、転出証明書、転出証明書に準ずる証明書、住居表示実施証明書、不在住証明書

	税証明書
	課税・非課税証明書

	その他
	身上調査照会（回答書）、埋火葬許可証の写し、




（別表３）
	業　　務
	納　　期

	戸籍届書入力

戸籍届書入力
	ア．窓口受理分
　　・午後３時以前受理分は即日
　　・午後３時以降受理分は翌開庁日
イ．郵送受理分
　　・午後３時以前到着分は即日
　　・午後３時以降到着分は翌開庁日

	附票入力
	通知到着後の翌開庁日

	人口動態調査関連
	保健所提出日の前日

	戸籍関連各種帳票出力
	届書決裁翌開庁日　※帳票毎に別途協議のうえ決定

	戸籍届書等発送
	受理日翌開庁日

	住民異動届等入力
	ア．転入、転入、世帯変更は即時
イ．職権記載（受理分）は即時
ウ．職権記載（通知分）は翌開庁日

	住民異動届関連業務
	即時

	住民基本台帳法関係通知発送の一部業務
	※通知毎に別途協議の決定

	証明書交付
	即時（決裁待ち分除く）

	
郵送請求処理業務
	ア．午後２時以前受理分は即日
イ．午後２時以後受理分は翌開庁日

ウ．大量の場合は２週間以内

	住居表示関連業務
	即日

	庶務関連業務
	即日

	マイナンバーカード（個人番号カード）等処理業務
	窓口業務は即時とし、内部業務は遅滞なく行う
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